
令 和 ２ 年
９月１日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

森
林
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約
に
係
る
一
般
競

争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品
等
の
種
類
等
に
関
す

る
告
示
の
一
部
改
正
（
物
品
管
理
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

令
和
二
年
度
後
期
実
施
技
能
検
定
試
験
の
実
施
（
労
働
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公
共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
告
示

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
十
六
号

令
和
二
年
度
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

水
源
涵か

ん

養
保
安
林
及
び
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

同
一
の
単
位
と
さ
れ

る
集
団
の
区
域

行

政

単

位

区

域

許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積

の
限
度

水
源
涵
養
保
安

林(ヘ
ク
タ
ー
ル
)

土
砂
流
出
防
備

保
安
林

(ヘ
ク
タ
ー
ル
)

阿

北

地

区
萩
市
（
平
成
十
七
年
三
月
五
日
に
お
け
る
阿
武
郡

田
万
川
町
、
須
佐
町
及
び
福
栄
村
の
区
域
に
限

る
。
）

阿
武
郡
阿
武
町

一
〇
五
・
八
四

二
三
一
・
八
九

橋

本

川
萩
市
（
平
成
十
七
年
三
月
五
日
に
お
け
る
萩
市
並

び
に
阿
武
郡
川
上
村
、
む
つ
み
村
及
び
旭
村
の
区

域
に
限
る
。
）

山
口
市
（
平
成
二
十
二
年
一
月

十
五
日
に
お
け
る
阿
武
郡
阿
東
町
の
区
域
に
限

る
。
）

九
四
七
・
六
九

二
五
二
・
二
〇

大

津

地

区
長
門
市

四
五
〇
・
〇
五

一
八
三
・
一
四

豊

浦

地

区
下
関
市

三
六
三
・
七
七

一
八
二
・
八
九

厚
東
川～

厚
狭
川
宇
部
市

美
祢
市

山
陽
小
野
田
市

六
三
一
・
三
九

二
四
八
・
七
六

椹

野

川
山
口
市
（
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
山

口
市
並
び
に
吉
敷
郡
秋
穂
町
、
小
郡
町
及
び
阿
知

須
町
の
区
域
に
限
る
。
）

二
三
九
・
九
〇

三
五
一
・
〇
八

佐

波

川
山
口
市
（
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
に
お
け
る
佐

波
郡
徳
地
町
の
区
域
に
限
る
。
）

防
府
市

六
七
五
・
一
七

三
七
五
・
五
七

徳

山

地

区
下
松
市

周
南
市
（
平
成
十
五
年
四
月
二
十
日
に

お
け
る
徳
山
市
、
新
南
陽
市
及
び
都
濃
郡
鹿
野
町

の
区
域
に
限
る
。
）

四
二
五
・
九
〇

一
八
四
・
九
二

田
布
施
川～

島
田
川
光
市

周
南
市
（
平
成
十
五
年
四
月
二
十
日
に
お

け
る
熊
毛
郡
熊
毛
町
の
区
域
に
限
る
。
）

熊
毛

郡
上
関
町
、
田
布
施
町
及
び
平
生
町

一
・
九
四

七
七
・
二
五

由
宇
川～

柳
井
川
岩
国
市
（
平
成
十
八
年
三
月
十
九
日
に
お
け
る
玖

珂
郡
由
宇
町
、
玖
珂
町
及
び
周
東
町
の
区
域
に
限

る
。
）

柳
井
市

一
四
・
六
六

一
七
六
・
一
三

錦

川

下

流
岩
国
市
（
平
成
十
八
年
三
月
十
九
日
に
お
け
る
岩

国
市
並
び
に
玖
珂
郡
本
郷
村
、
錦
町
、
美
川
町
及

び
美
和
町
の
区
域
に
限
る
。
）

玖
珂
郡
和
木
町

五
四
二
・
〇
〇

一
四
〇
・
七
一

大

島

地

区
大
島
郡
周
防
大
島
町

︱

六
・
九
八

二

魚
つ
き
保
安
林

同
一
の
単

位
と
さ
れ

る
集
団
の

区
域

許
可
を
す
べ

き
皆
伐
面
積

の
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

同
一
の
単

位
と
さ
れ

る
集
団
の

区
域

許
可
を
す
べ

き
皆
伐
面
積

の
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

同
一
の
単

位
と
さ
れ

る
集
団
の

区
域

許
可
を
す
べ

き
皆
伐
面
積

の
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

同
一
の
単

位
と
さ
れ

る
集
団
の

区
域

許
可
を
す
べ

き
皆
伐
面
積

の
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

阿
武
町

四
・
三
〇

宇
部
市

〇
・
一
二

上
関
町

九
・
〇
二

周
防
大

島
町

一
二
・
五
二

萩

市

二
七
・
三
八

防
府
市

三
・
九
〇

平
生
町

〇
・
七
二

長
門
市

一
八
・
二
八

下
松
市

三
・
二
八

柳
井
市

二
・
〇
六

一
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下
関
市

一
二
・
六
三

周
南
市

〇
・
五
〇

岩
国
市

二
・
〇
六

三

保
健
保
安
林

同
一
の
単
位
と
さ
れ

る
集
団
の
区
域

許
可
を
す
べ
き
皆
伐

面
積
の
限
度

(ヘ
ク
タ
ー
ル
)

山

口

県

一
三
四
・
七
〇

山
口
県
告
示
第
三
百
十
七
号

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約
に
係
る
一
般

競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品
等
の
種
類
等
に
関

す
る
告
示
（
令
和
二
年
山
口
県
告
示
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
の
表
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
項
中
「
学
習
者
用
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
」
を
「
学
習
者
用
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末

パ
ソ
コ
ン
充
電
保
管
庫
」
に
改
め
る
。

公

告

（
一
八
六
）
令
和
二
年
度
後
期
実
施
技
能
検
定
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
度
後
期
実
施
技
能
検
定
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
二
年
九
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

技
能
検
定
の
実
施
職
種
及
び
試
験
の
方
法

㈠

実
施
職
種

⚑

特
級
の
技
能
検
定

鋳
造
、
金
属
熱
処
理
、
機
械
加
工
、
放
電
加
工
、
金
型
製
作
、
金
属
プ
レ
ス
加
工
、
工
場
板

金
、
め
っ
き
、
仕
上
げ
、
機
械
検
査
、
ダ
イ
カ
ス
ト
、
電
子
機
器
組
立
て
、
電
気
機
器
組
立

て
、
半
導
体
製
品
製
造
、
自
動
販
売
機
調
整
、
空
気
圧
装
置
組
立
て
、
油
圧
装
置
調
整
、
建
設

機
械
整
備
、
婦
人
子
供
服
製
造
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

⚒

一
級
及
び
二
級
の
技
能
検
定

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る
も

の職

種

試

験

科

目

造

園

造
園
工
事

さ

く

井

ロ
ー
タ
リ
ー
式
さ
く
井
工
事

金

属

溶

解

軽
合
金
溶
解
炉
溶
解

機

械

加

工

普
通
施
盤

建

築

板

金

内
外
装
板
金

ダ
ク
ト
板
金

工

場

板

金

機
械
板
金

数
値
制
御
タ
レ
ッ
ト
パ
ン
チ
プ
レ
ス
板
金

機

械

検

査

機
械
検
査

電

気

機

器

組

立

て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

半

導

体

製

品

製

造

集
積
回
路
チ
ッ
プ
製
造

集
積
回
路
組
立
て

自

動

販

売

機

調

整

自
動
販
売
機
調
整

空

気

圧

装

置

組

立

て

空
気
圧
装
置
組
立
て

油

圧

装

置

調

整

油
圧
装
置
調
整

農

業

機

械

整

備

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

婦

人

子

供

服

製

造

婦
人
子
供
既
製
服
縫
製

山 口 県 報 （定期） 第 134 号

二

令和２年９月１日 火曜日



和

裁

和
服
製
作

製

本

製
本

石

材

施

工

石
積
み

建

築

大

工

大
工
工
事

か

わ

ら

ぶ

き

か
わ
ら
ぶ
き

左

官

左
官

配

管

建
築
配
管

型

枠

施

工

型
枠
工
事

鉄

筋

施

工

鉄
筋
施
工
図
作
成

鉄
筋
組
立
て

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
工
事

防

水

施

工

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
防
水
工
事

合
成
ゴ
ム
系
シ
ー
ト
防
水
工
事

塩
化
ビ
ニ
ル
系
シ
ー
ト
防
水
工
事

改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
シ
ー
ト
ト
ー
チ
工
法
防
水
工
事

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
工
事

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

金
属
製
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事

自

動

ド

ア

施

工

自
動
ド
ア
施
工

ガ

ラ

ス

施

工

ガ
ラ
ス
工
事

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ

電

気

製

図

配
電
盤
・
制
御
盤
製
図

金

属

材

料

試

験

機
械
試
験

組
織
試
験

塗

装

鋼
橋
塗
装

広

告

美

術

仕

上

げ

広
告
面
粘
着
シ
ー
ト
仕
上
げ

フ

ラ

ワ

ー

装

飾

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

⚓

三
級
の
技
能
検
定

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る
も

の職

種

試

験

科

目

造

園

造
園
工
事

機

械

加

工

普
通
施
盤

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ

仕

上

げ

機
械
組
立
仕
上
げ

機

械

検

査

機
械
検
査

電

気

機

器

組

立

て

シ
ー
ケ
ン
ス
制
御

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和

裁

和
服
製
作

家

具

製

作

家
具
手
加
工

建

築

大

工

大
工
工
事

か

わ

ら

ぶ

き

か
わ
ら
ぶ
き

左

官

左
官

配

管

建
築
配
管

型

枠

施

工

型
枠
工
事

鉄

筋

施

工

鉄
筋
組
立
て

三

山 口 県 報 （定期） 第 134 号令和２年９月１日 火曜日



機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

機
械
製
図
Ｃ
Ａ
Ｄ

電

気

製

図

配
電
盤
・
制
御
盤
製
図

フ

ラ

ワ

ー

装

飾

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

⚔

単
一
等
級
の
技
能
検
定

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
で
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
科
目
に
係
る
も

の職

種

試

験

科

目

電

子

回

路

接

続

電
子
回
路
接
続

㈡

試
験
の
方
法

㈠
に
規
定
す
る
職
種
ご
と
に
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
を
実
施
す
る
。

二

試
験
の
期
日

㈠

実
技
試
験

令
和
二
年
十
二
月
四
日
（
金
曜
日
）
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
一
日
（
日
曜
日
）
ま
で
の
間
に

お
い
て
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
日

㈡

学
科
試
験

⚑

特
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

鋳
造

金
属
熱
処
理

機
械
加
工

放
電
加
工

金
型
製
作

金
属
プ
レ
ス
加

工

工
場
板
金

め
っ
き

仕
上
げ

機
械
検
査

ダ
イ
カ
ス
ト

電
子
機
器

組
立
て

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気

圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

建
設
機
械
整
備

婦
人
子
供
服
製
造

プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
(日
曜
日
)

⚒

一
級
及
び
二
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

金
属
溶
解

機
械
検
査

電
気
機
器
組
立
て

婦
人
子
供
服
製
造

配
管

型

枠
施
工

ガ
ラ
ス
施
工

金
属
材
料
試
験

令
和
三
年
一
月
二
十
四
日
(日
曜
日
)

さ
く
井

工
場
板
金

自
動
販
売
機
調
整

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整
備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和
裁

製
本

防
水
施
工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー

ル
施
工

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
(日
曜
日
)

半
導
体
製
品
製
造

空
気
圧
装
置
組
立
て

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

鉄
筋

施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施
工

自
動
ド
ア
施
工

電
気
製
図

塗
装

広
告
美
術
仕
上
げ

令
和
三
年
二
月
七
日（
日
曜
日
)

造
園

機
械
加
工

建
築
板
金

石
材
施
工

左
官

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

令
和
三
年
二
月
十
四
日（日
曜
日
)

⚓

三
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

電
気
機
器
組
立
て

配
管

型
枠
施
工

令
和
三
年
一
月
二
十
四
日
(日
曜
日
)

造
園

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和
裁

家
具
製
作

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製

図

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日
(日
曜
日
)

機
械
検
査

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

鉄
筋
施
工

電
気
製
図

令
和
三
年
二
月
七
日
(日
曜
日
)

機
械
加
工

仕
上
げ

左
官

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

令
和
三
年
二
月
十
一
日(木
曜
日
)

⚔

単
一
等
級
の
技
能
検
定

職

種

実

施

期

日

電
子
回
路
接
続

令
和
三
年
二
月
七
日（
日
曜
日
)

三

試
験
の
場
所

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
が
指
定
す
る
場
所

四

受
検
資
格

㈠

特
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈡

一
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈢

二
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。

㈣

三
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
者
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で
あ
る
こ
と
。

㈤

単
一
等
級
の
技
能
検
定
に
あ
っ
て
は
、
法
第
四
十
五
条
及
び
省
令
第
六
十
四
条
の
六
に
規
定
す

る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

受
検
申
請
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
十
月
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は
、
十
月

十
六
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六

受
検
申
請
書
等
の
提
出
先

山
口
市
旭
通
り
二
丁
目
九
番
一
九
号
山
口
建
設
ビ
ル
三
階
（
郵
便
番
号
七
五
三－

〇
〇
五
一
）

山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会

七

提
出
書
類

㈠

受
検
申
請
書

㈡

受
検
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
氏
名
及
び
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
も
の

に
限
る
。
）

㈢

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る

書
面

八

受
検
手
数
料

受
検
申
請
書
の
提
出
の
際
に
次
に
掲
げ
る
額
を
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
納
付
す
る
こ
と
。

㈠

学
科
試
験
に
あ
っ
て
は
、
三
千
百
円

㈡

実
技
試
験
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⚑
の
表
か
ら
⚙
の
表
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
種
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額

⚑

特
級
の
技
能
検
定

職

種

手

数

料

鋳
造

金
属
熱
処
理

機
械
加
工

放
電
加
工

金
型
製
作

金
属
プ
レ
ス
加
工

工
場
板
金

め
っ
き

仕
上
げ

機
械
検
査

ダ
イ
カ
ス
ト

電
子
機
器
組
立
て

電
気
機
器
組
立
て

半
導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

建
設
機
械

整
備

婦
人
子
供
服
製
造

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

一
万
八
千
二
百
円

⚒

一
級
の
技
能
検
定

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

一
万
三
千
三
百
円

機
械
検
査

婦
人
子
供
服
製
造

一
万
五
千
百
円

造
園

さ
く
井

金
属
溶
解

機
械
加
工

建
築
板
金

工
場
板
金

電
気
機
器
組
立
て

半

導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整

備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

製
本

石
材
施
工

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

左
官

配

管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

防
水
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施

工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

自
動
ド
ア
施
工

ガ
ラ
ス
施
工

金
属
材
料
試
験

塗
装

広
告
美
術
仕
上
げ

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

一
万
八
千
二
百
円

⚓

二
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
令
和
二
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十
五
歳
未
満
の
者

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一
の
上
欄

の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

四
千
三
百
円

機
械
検
査

婦
人
子
供
服
製
造

六
千
百
円

造
園

さ
く
井

金
属
溶
解

機
械
加
工

建
築
板
金

工
場
板
金

電
気
機
器
組
立
て

半

導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整

備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

製
本

石
材
施
工

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

左
官

配

管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

防
水
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施

工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

自
動
ド
ア
施
工

ガ
ラ
ス
施
工

金
属
材
料
試
験

塗
装

広
告
美
術
仕
上
げ

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

九
千
二
百
円

⚔

二
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
令
和
二
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十
五
歳
以
上
の
者
で

あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

一
万
三
千
三
百
円

機
械
検
査

婦
人
子
供
服
製
造

一
万
五
千
百
円

造
園

さ
く
井

金
属
溶
解

機
械
加
工

建
築
板
金

工
場
板
金

電
気
機
器
組
立
て

半

導
体
製
品
製
造

自
動
販
売
機
調
整

空
気
圧
装
置
組
立
て

油
圧
装
置
調
整

農
業
機
械
整

備

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

製
本

石
材
施
工

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

左
官

配

管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
送
施
工

防
水
施
工

樹
脂
接
着
剤
注
入
施

工

カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
施
工

自
動
ド
ア
施
工

ガ
ラ
ス
施
工

金
属
材
料
試
験

塗
装

広
告
美
術
仕
上
げ

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

一
万
八
千
二
百
円

⚕

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
あ
り
、
令
和
二
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十

五
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

五
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造
園

機
械
加
工

仕
上
げ

機
械
検
査

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

和
裁

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

左
官

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

機

械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

二
千
九
百
円

⚖

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
あ
り
、
令
和
二
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十

五
歳
以
上
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

四
千
四
百
円

機
械
検
査

五
千
円

造
園

機
械
加
工

仕
上
げ

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

左
官

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

六
千
百
円

⚗

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
な
く
、
令
和
二
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十

五
歳
未
満
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

四
千
三
百
円

機
械
検
査

六
千
百
円

造
園

機
械
加
工

仕
上
げ

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

左
官

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

九
千
二
百
円

⚘

三
級
の
技
能
検
定
（
受
検
者
が
在
校
生
で
な
く
、
令
和
二
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
三
十

五
歳
以
上
の
者
で
あ
る
場
合
）

職

種

手

数

料

和
裁

機
械
・
プ
ラ
ン
ト
製
図

電
気
製
図

一
万
三
千
三
百
円

機
械
検
査

一
万
五
千
百
円

造
園

機
械
加
工

仕
上
げ

電
気
機
器
組
立
て

冷
凍
空
気
調
和
機
器
施
工

家
具
製
作

建
築
大
工

か
わ
ら
ぶ
き

左
官

配
管

型
枠
施
工

鉄
筋
施
工

フ
ラ
ワ
ー
装
飾

一
万
八
千
二
百
円

⚙

単
一
等
級
の
技
能
検
定

職

種

手

数

料

電
子
回
路
接
続

一
万
八
千
二
百
円

九

問
題
の
公
表

実
技
試
験
の
問
題
は
、
令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
に
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会

に
お
い
て
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
公
表
し
な
い
。

十

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
は
、
令
和
三
年
三
月
十
九
日
（
金
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
検
番
号
を
山
口

県
労
働
政
策
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
検
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
検
票
を
提
示
し
て
そ
の

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

十
一

そ
の
他

㈠

受
検
案
内
、
受
検
申
請
書
等
の
請
求
は
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
、
市
役
所
、
町
役
場
、

公
共
職
業
安
定
所
、
高
等
産
業
技
術
学
校
、
山
口
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー
又
は
防
府
地
域

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
技
能
検
定
試

験
」
と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
、
山
口

県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
す
る
こ
と
。

㈡

技
能
検
定
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
職
業
能
力
開
発
協
会
（
電
話
〇
八
三－

九
二

二－

八
六
四
六
）
に
す
る
こ
と
。

（
一
八
七
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
垢
田
町
四
丁
目
、
一
の
宮
町
三
丁
目
、
武
久
町
一
丁
目
、
松
屋
上
町
一
丁
目
、
松
屋
本
町
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四
丁
目
、
大
字
綾
羅
木
、
豊
浦
町
大
字
川
棚
、
豊
田
町
大
字
殿
敷
、
豊
北
町
大
字
阿
川
、
豊
北
町
大

字
粟
野
、
豊
北
町
大
字
神
田
上
、
豊
北
町
大
字
滝
部
及
び
豊
北
町
大
字
田
耕

三

作
業
の
期
間

令
和
二
年
七
月
九
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
ま
で

（
一
八
八
）
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

郡
イ
ン
タ
ー
流
通
団
地
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り

ま
し
た
。

令
和
二
年
九
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
理
事

氏

名

住

所

佐
々
野
秀
司

山
口
市
小
郡
上
郷
二
一
三
九

徳
舛

幸
隆

〃

〃

二
一
九
九

林

央

〃

〃

二
一
一
〇

宮
邉

茂
樹

下
関
市
南
部
町
二
三
番
五
号
四
〇
一

杉
村

茂
樹

美
祢
市
美
東
町
長
田
一
八
六
二

二

退
任
し
た
理
事

氏

名

住

所

宮
邉
鴻
四
朗

吉
敷
郡
小
郡
町
大
字
上
郷
二
三
一
一

林

豊

〃

〃

〃

二
一
一
〇

末
廣

文
人

〃

〃

〃

二
三
四
一

岡


信
一

〃

〃

〃

二
三
一
六
の
二

岡
村

義
信

〃

〃

〃

二
一
五
〇

（
一
八
九
）
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

山
陽
小
野
田
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
陽
小
野
田
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
同

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
九
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

山
陽
小
野
田
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
七
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

一
号
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所
、
講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分
並
び
に
受
講
者
の
定
員

㈠

日
時

ア

新
規
取
得
講
習
（
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十

八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
講
習
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
」

と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
者
に
対
し
て
行
う
講
習
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

令
和
二
年
十
月
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
木
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
三
十
分
ま
で
及
び
同
月
九
日
（
金
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

イ

追
加
取
得
講
習
（
講
習
規
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

令
和
二
年
十
月
八
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
及
び
同
月
九
日

（
金
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で

㈡

場
所

山
口
市
湯
田
温
泉
五
丁
目
一
番
一
号

カ
リ
エ
ン
テ
山
口
（
山
口
県
婦
人
教
育
文
化
会

館
）

㈢

講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分

七
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法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
第
三
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

㈣

受
講
者
の
定
員

二
十
人

二

講
習
対
象
者

㈠

新
規
取
得
講
習

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

ア

最
近
五
年
間
に
第
三
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

イ

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以

下
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
第
三
号
警
備
業
務
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

ウ

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
第
三
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
第
三
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

エ

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

六
十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
第
三
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
合
格
し
た
者

オ

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
第
三
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

第
三
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

㈡

追
加
取
得
講
習

第
三
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
㈠
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

三

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
九
月
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

た
だ
し
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
申
込
者
の
人
数
が
受
講
者
の
定
員
の
数
に
達
し
た
と
き

は
、
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

四

受
講
申
込
書
の
提
出
先

山
口
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

五

受
講
申
込
書
の
提
出
方
法

受
講
申
込
書
は
、
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
に
よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

六

提
出
書
類

㈠

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

㈡

二
の
㈠
の
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
履
歴
書
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行
す
る
第
三
号
警
備

業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書
（
以
下
「
第
三
号
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
、

二
の
㈠
の
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
、
二
の
㈠
の

ウ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
第
三
号
警
備
業
務

従
事
証
明
書
、
二
の
㈠
の
エ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
級
の
検
定
に
係
る
旧
検
定
規
則
第
八

条
の
合
格
証
の
写
し
、
二
の
㈠
の
オ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
二
級
の
検
定
に
係
る
旧
検
定
規

則
第
八
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
第
三
号
警
備
業
務
従
事
証
明
書

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
半
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
）

㈣

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の
写
し
（
新
規
取
得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
を

除
く
。
）

七

受
講
手
数
料

新
規
取
得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
三
万
八
千
円
、
追
加
取
得
講
習
を
受
講
し

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
万
四
千
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
下
部
余

白
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

講
習
の
実
施
の
委
託

講
習
は
、
山
口
市
宮
島
町
五
番
一
三
号

一
般
社
団
法
人
山
口
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施

す
る
。

九

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警

察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。
郵

便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復
は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ
と
。

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所
、
講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分
並
び
に
受
講
者
の
定
員

㈠

日
時

ア

新
規
取
得
講
習

令
和
二
年
十
月
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
木
曜
日
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後

五
時
三
十
分
ま
で
及
び
同
月
九
日
（
金
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

イ

追
加
取
得
講
習

令
和
二
年
十
月
八
日
（
木
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で
及
び
同
月
九
日

（
金
曜
日
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
十
五
分
ま
で

㈡

場
所

山
口
市
湯
田
温
泉
五
丁
目
一
番
一
号

カ
リ
エ
ン
テ
山
口
（
山
口
県
婦
人
教
育
文
化
会

館
）

㈢

講
習
を
行
う
警
備
業
務
の
区
分

八
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法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
第
四
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。
）

㈣

受
講
者
の
定
員

二
十
人

二

講
習
対
象
者

㈠

新
規
取
得
講
習

最
近
五
年
間
に
第
四
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

㈡

追
加
取
得
講
習

第
四
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
最
近
五
年
間
に
第
四
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間

が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

三

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
九
月
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

た
だ
し
、
受
付
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
申
込
者
の
人
数
が
受
講
者
の
定
員
の
数
に
達
し
た
と
き

は
、
受
付
を
締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

四

受
講
申
込
書
の
提
出
先

山
口
県
内
の
最
寄
り
の
警
察
署

五

受
講
申
込
書
の
提
出
方
法

受
講
申
込
書
は
、
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
に
よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

六

提
出
書
類

㈠

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
講
習
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

㈡

履
歴
書
及
び
警
備
業
者
等
が
発
行
す
る
第
四
号
警
備
業
務
の
従
事
期
間
に
関
す
る
証
明
書

㈢

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
半
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と
す
る
。
）

㈣

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
の
写
し
（
新
規
取
得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
を

除
く
。
）

七

受
講
手
数
料

新
規
取
得
講
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
三
万
四
千
円
、
追
加
取
得
講
習
を
受
講
し

よ
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
一
万
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
下
部
余
白
欄

に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

八

講
習
の
実
施
の
委
託

講
習
は
、
山
口
市
宮
島
町
五
番
一
三
号

一
般
社
団
法
人
山
口
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施

す
る
。

九

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
最
寄
り
の
警
察
署
又
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
警

察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

〇
一
一
〇
）
に
す
る
こ
と
。
郵

便
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
往
復
は
が
き
を
使
用
す
る
か
、
又
は
八
十
四
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た

宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
上
す
る
こ
と
。

八

山 口 県 報 （定期） 第 134 号令和２年９月１日 火曜日

九

山 口 県 報 （定期） 第 134 号令和２年９月１日 火曜日
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